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お わ り に

は じ め に

被害者が危険性を認識したが，結果は発生しないだろうと思って危険な
行動をとったり，他者の危険な行動に身をさらしたりしたような場合，こ
れに関与した行為者は処罰されるのか。前者を自己危殆化への関与，後者
を合意による他者危殆化と呼ぶ（または両者を被害者の危険引受けと呼
ぶ）。我が国の裁判例では，坂東三津五郎ふぐ中毒死事件1）やダートトラ
イアル事件2）がこれに当たりうるが，坂東三津五郎ふぐ中毒死事件判決は，
被害者の危険引受けに言及せず，ダートトライアル事件判決がはじめて言
及した。そこでは，社会的相当性も併用したが，被害者の危険引受けでは，
行為者は刑事責任を負わないとされた。
被害者の危険引受けでは行為者は刑事責任を負わないという帰結は，多
くの学説も承認する。いくつかの学説は，被害者にも結果回避のための振
舞いが期待されることを指摘する3）。たしかに，被害者の責任で行われた
危険行為から生じた結果を，行為者に帰責すべきでないが，被害者の危険
な行為にも，様々なバリエーションがある。それゆえ，行為者を帰責から
解放する形での被害者の責任の範囲が問題となる。
本稿で取り扱う救助者事例とは，行為者によりある者の法益が危険にさ
らされたところ，被害者がその法益を救助しようと危険源へ赴き，被害者
に結果が生じた場合である。例えば，行為者が住居に放火し，家主Ｖが家
族を助けようと燃え盛る住居内へ赴いたが，死亡した場合がそうである。
たしかに，Ｖは自らの判断で危険な救助行為を行ったが，それは人命救助
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のためのやむを得ない行為であり，Ｖを一概に非難することはできない。
実際，ドイツの判例や多数説は，救助者事例では被害者の自己答責性によ
る行為者の不可罰原則は制限されうるとする。ここでは，第一行為者への
結果帰属を否定する形での救助者の責任の存否が問題となる。したがって，
救助者事例は，行為者を帰責から解放する形での被害者の責任の範囲を考
察する試金石といえる。
救助者事例も，救助者が救助行為という危険行為を行う点で，自己危殆
化への関与の一類型であるから，まず我が国における被害者の自己危殆化
への関与に関する議論を検討する（第⚑章）。その上で，救助者事例に関
する我が国の議論（第⚒章），およびドイツの議論（第⚓章）を検討する。
最後に，以上の検討に基づいて私見を展開し，本稿で検討する諸判例の事
案に対して私見を当てはめる（第⚔章）。

第⚑章 被害者の自己危殆化への関与に関する議論について

被害者の危険引受けは，被害者が危険を認識していたことから，まず被
害者の同意との関係で議論された。多数説は被害者の同意による解決を否
定し，予見可能性などの従来の理論枠組みによる解決を試みた。その後，
それらの解決では不十分であるとして被害者の自己答責性の考え方が提唱
された。本章では，これらにつき検討する。

第⚑節 被害者の同意による解決
この見解に立つ論者は，被害者による法益の放棄を被害者の同意の不可
罰根拠とした上で4），被害者の認識した結果発生の可能性が低く，抽象的
であっても，彼の意思で自由にその危険に同意した場合，被害者の同意を
認める5）。しかし，危険への同意と結果への同意は区別すべきであり，こ
のような論理は方法上不当な擬制である6）。
もっとも近年，被害者の自律的決定の観点から，被害者の同意による解
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決が再評価されている。すなわち，被害者には自己の法益を危険にさらす
自由があるため，危険な行為への同意はその行為遂行を許容する。危険が
結果に現実化したとき，行為者に刑事責任を問えば，自己の法益を危険に
さらす自由が保障されなくなるため，刑事責任を否定するとする7）。
この考え方は，被害者が自らの責任で自身を危険にさらしたとき，行為
者は責任を負わないという被害者の自己答責性の考え方と一致する。つま
り，被害者の同意の理論の中に，被害者の自己答責性の考え方を取り込む
ものといえる8）。

第⚒節 予見可能性による解決
この見解は，法益主体の自己保全本能に基づく危険回避行動を出発点と
する。すなわち，行為者が，被害者が危険回避行動をとるという経験則を
信頼した場合，この経験則を破る事実が具体的に予見可能でない限り，予
見可能性を否定する9）。
しかし，行為者と被害者が同様に，自己の行動の成り行きを予測してい
た場合には，予見可能性を否定する方向での信頼の原則に依拠することは
できない10）。

第⚓節 社会的相当性による解決
この見解によれば，スポーツ行為は，その社会的有用性が決して小さく
なく，被害者の予期しない法益侵害結果が生じたとしても，それがルール
によって許容される範囲内で行われた限り，社会的相当性を有する行為と
して違法性を阻却する11）。
しかし，被害者の危険引受けはスポーツなどの社会的に有用な行為に限
られない12）。例えば，不法な販売という形で麻薬の自己使用に関与する場
合，それは社会的に有用ではない。また，救助者事例でも，第一行為者の
犯罪行為によって救助者が救助行為を行うという事象全体は社会的に相当
といえない。
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第⚔節 被害者の自己答責性による解決
以上のような，従来の理論枠組みによる解決の問題点に鑑みて，発生結
果は誰の仕業であるかを問う客観的帰属論の思考の下で，被害者に責任が
ある場合は彼に結果を帰属し，行為者には帰属しないとする被害者の自己
答責性の考え方が登場した。
例えば松生光正は，積極的一般予防の観点から結果帰属の目的を，紛争
の原因を行為者であると定義することで紛争を解決する点に求める。故意
犯の場合，直接行為者は，規範に違反した行為を決意しない能力（答責
性）を有し，彼が背後者に唆され，または援助を受けたとしても，法は彼
が規範に違反した行為を決意しないことを期待する（自己答責性原理）。
彼に結果を帰属すれば，結果帰属の目的は達成され，関与者は共犯として
のみ把握される。過失犯の場合，法は，結果を惹起しないよう決意する能
力を使用して結果を予見・回避することを期待する。この自己答責性原理
は被害者にも妥当する。自らが侵害される結果を予見していないが，予見
可能または回避可能であるにもかかわらず行為に出た場合，これに過失的
に関与した者には，原則的に結果は帰属されないとする13）。
ここでは第三者と被害者がパラレルに取り扱われている。しかし，第三
者に妥当する規範は，他人の法益を侵害してはならないという義務であり，
これは法益主体には妥当しない。つまり，第三者に対する規範と被害者に
対する規範は異なるものといえる。それゆえ，被害者に対する規範の内容
を明らかにする必要がある。
この点，山中敬一や塩谷毅は，法益主体にも法益保持に関する固有の責
任があるとする。その上で，山中は，被害者の意識的自己危殆化では，被
害者の危険への同意と危険発生に対する事象の支配を根拠に，危険実現連
関を中断し14），塩谷は，⚓つの要件，すなわち ① 完全な危険認識，②
答責能力，③ 行為者と同程度以上の結果発生に対する積極的な態度が満
たされる場合，広い意味での被害者の正犯的な自損行為が行われたとして，
行為者への結果帰属を否定する15）。
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山中や塩谷は，被害者も法益保持に関する責任を負うことを指摘し，被
害者の結果発生に対する支配ないし積極性を問題とする。しかし，様々な
バリエーションが認められる被害者の態度に対して，支配ないし積極性の
観点だけで，被害者の自己答責性の範囲を確定しうるかは検討の余地があ
ろう。

第⚕節 小 括
被害者の同意を含む従来の理論枠組みによる解決には，いずれも問題点
があった。それゆえ，被害者の危険引受けを解決するには，発生結果は誰
の仕業かという視点の下で被害者の責任を直接問題とする被害者の自己答
責性の考え方に依拠する必要がある。
多くの学説は，被害者の危険引受けの事例をスポーツ事故などに限定せ
ず，麻薬の自己使用への関与や飲酒運転への好意同乗などのように，いわ
ば情状の悪い事例をも念頭に置いている。しかし，救助者事例のように，
被害者を非難しがたい行為もあるため，被害者の自己答責性の限界を検討
するには，このような救助者事例を検討する必要がある。

第⚒章 救助者事例に関する日本の議論

第⚑節 判 例
我が国では，救助者が救助活動に際して損害を被った事例はあるが，そ
れは，救助者が損害を被る原因となった事故の予見可能性を否定した事
例16）や，民事訴訟しか提起されなかった事例17）であった。これに対して，
名古屋地裁昭和56年⚖月30日判決18）は，救助行為が第一行為者への結果
帰属を中断しうるかについて述べた。
事案は次のようなものである。被告人は自殺目的でビルの居室を密閉し，
都市ガスを充満させた。警察官Ｂ，同Ｖ，同ビルの居住者Ｃ，Ｄらは被告
人を救助しようとした。室内に入ったＶが明かりをつけるべく蛍光灯のひ
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もを引っ張ったところ，電気火花が生じ，居室内のガスに引火し爆発した
ため，Ｖらは負傷した。
この事案につき，名古屋地裁は，Ｖの行為は軽率で重大であるが，急迫
した緊急事態において冷静さを欠き，人命救助を急ぐあまり，このような
行動に出ることは警察官といえどもありうるとして，Ｖらに生じた負傷を
被告人に帰属した。
本判決は，Ｖの過失行為がありうることを指摘しており，相当因果関係
説の考え方に依拠している19）。しかし，本件では，人命救助という急迫し
た緊急状態といえども，Ｖには冷静に適切な行動をとることが期待されう
る。そのため，本件でのＶの不注意は，まさにＶの責任において行われた
ものであり，Ｖに帰属すべきであったと思われる。
このような判断は相当因果関係の枠組みには収まらない。また，警察官
のような職業上の救助者といえども，常に第一行為者に結果を帰属すべき
であるとはいえず，救助者が具体的にどのような救助態様をとったのかを
考慮する必要がある。

第⚒節 学 説
第⚑款 被害者の自己答責性による解決
山中は，救助行為の介入の事実的・規範的観点から，危険実現連関を判
断する。事実的観点では，救助の動機連関や社会システム，法義務などの
諸要素から成り立つ介入の蓋然性を問う。規範的判断としては，救助者が
完全に合理的に救助行為に伴う危険を予測し，救助行為を行った場合，こ
の意識的自己危殆化は，危険創出者の危険の範囲を限定する。これに関し
て，救助義務がある場合，事実的観点からは帰属肯定の可能性は高いが，
規範的観点からは，法秩序が救助を命じたため，合理的判断に基づいて義
務を履行する限り，原則的に結果を危険創出者に遡及させることはできな
いとする（法秩序の自己答責性)20）。
山中は，法秩序ないし個人の自己答責的な介入を根拠に第一行為者への

立命館法政論集 第14号（2016年)

126



結果帰属を否定する。ここでは，個人と法秩序がパラレルに取り扱われて
いるといえるが，このような両者のパラレルな取り扱いは可能であろうか。
また，山中の見解では，救助者事例の全てにおいて常に，第一行為者への
結果帰属が否定されることになる。しかし，そのような帰結には賛成でき
ない。救助義務がある場合や，救助義務がなくともやむを得ずに行われた
救助行為から生じた結果については，救助者の仕業によるとするのは妥当
でなく，第一行為者に帰属すべきであるように思われる。
また，塩谷は被害者の自己答責性を認めるためには，被害者がイニシア
ティブをとった危険状況に行為者が巻き込まれた関係が必要であるが，救
助者事例では明白にその逆の態様であるとする21）。この見解からは，例え
ば上述の名古屋地裁判決の事案では，被告人が自殺のためにガスを室内に
充満させたためＶらは救助行為を開始した点で，Ｖらは被告人の創出した
危険状況に巻き込まれたといえるから，被害者の自己答責性は否定されよ
う。しかし，このとき，Ｖの重大な不注意は考慮されていない。つまりこ
の見解では，危険状況に巻き込まれた後の行動は考察から除外されてしま
うことになる。それゆえ，イニシアティブという観点のみでは不十分であ
ろう。
第⚒款 救助者の任意性による解決
この立場を取る小林憲太郎によれば，危難の転嫁が緊急避難を構成する
場合，刑法は救助者から「救助行為に出ない」という選択肢を奪うことも
やむを得ないという価値判断を下している。つまり，救助者には，関与し
ない自由が関与する自由と同じだけ保障されているとはいえず，救助行為
は任意ではないとする22）。
しかし，緊急避難を構成する場合も，運命に身をゆだねることは許され
ているから，救助しないという意味での関与しない自由は保障されており，
救助者の任意性は否定されない。それゆえ，たしかに，救助行為が緊急避
難を構成する，より正確には対応する場合23）に，発生結果を第一行為者
に帰属するという帰結には賛成しうるが，それは救助者の任意性では説明
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できない。
第⚓款 被害者の危険回避行動の期待による解決
この見解によれば，被害者が危険を認識し，結果発生を望まない場合，
彼には危険回避行動をとることが期待されており，当該危険の程度は相当
低いことになる。被害者が危険回避行動をとらない場合，法的に異常な因
果経過であるとして，第一行為者への結果帰属を否定する24）。しかし，被
害者または彼に近しい者の重大な法益が侵害される危険を被害者に感じさ
せ，救助を行う強い動機づけを与える場合，危険回避行動は期待できない。
ここでは，当該事態が異常と評価できればよいから，「理解可能な動機」
で足りる。他方，職業上の救助者の場合，救助義務があるため，赤の他人
に対する危険であっても，動機づけとして十分な場合がある25）。
この見解は，誰に対する危険が創出されたかに着目しており，その意味
で救助者の心理面を重視している。それゆえ，救助者が彼に近しくない者
を救助する場合は，第一行為者への結果帰属が否定されるように思われる。
しかし，この場合であっても，例えば正当化緊急避難に対応する場合のよ
うに，法的に正しいと評価される救助行為もある。それにもかかわらず，
第一行為者への結果帰属を否定することには疑問がある。

第⚓節 小 括
本章の検討から次のことが明らかになった。被害者の自己答責性は，救
助者事例で問題となる場合も含めて，相当因果関係の枠組みを超える（第
⚑節）。具体的な救助態様も含めて第一行為者への結果帰属を検討する必
要がある（第⚑節および第⚒節第⚑款）。被害者の任意性は，救助義務が
ない場合を解決できない（第⚒節第⚒款）。救助者の心理面に着目した動
機づけは，救助者に身近ではない者を救助する場合を解決できない（第⚒
節第⚓款）。
我が国では，とくに，救助者に身近でない者を救助する場合，および救
助者が不適切な救助態様をとった場合に関する議論が不十分であった。こ
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の点，ドイツでは我が国よりも議論が蓄積されているため，以下ではドイ
ツの議論を検討する。

第⚓章 救助者事例に関するドイツの議論

第⚑節 判 例
救助者事例に関するドイツの判例は当初，被害者の同意にしか言及して
いなかった。その後，ヘロイン事件26）が，被害者の自己答責的な自己危
殆化に関与した者の不可罰原則を確立したため，被害者の自己答責性に言
及するようになった。そこでは，以下で見るように，この不可罰原則は制
限されうると述べられたが，結論において，第一行為者への結果帰属を肯
定したものと否定したものとがある。
本節では，ヘロイン事件以前の判例として天然痘事件（第⚑款），ヘロ
イン事件以後の判例として第一行為者への結果帰属を肯定した弟救助事件
（第⚒款）と第一行為者への結果帰属を否定した消防士事件（第⚓款）を
検討する。
第⚑款 BGHSt 17, 359（天然痘事件）
事案は次のようなものである。医者である被告人は研究旅行から天然痘
に罹って戻ってきた。彼は健康状態の検査を受けることなく病院での職務
に就いた。そこで彼は，直接的に，または間接的に多くの医者，その他の
病院勤務者や患者に感染させた。病院の牧師も，彼が患者のために隔離病
棟へ赴いたときに感染した。本判決では病院の牧師に関する過失傷害罪の
成否が争われた。
BGHは次のように述べて，病院の牧師に関する過失傷害罪を肯定した。
ドイツ刑法226条ａ（現228条）は過失傷害罪にも適用されうるが，本件で
は適用されない。法益主体が自らの法益を特定の他人の態度にゆだね，そ
の限りで刑法の保護を放棄することを表明する場合にのみ，同意は認めら
れる。それゆえ，同意の対象は将来行われる態度である。
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本件では，病院の牧師は感染の危険性を認識しつつ，隔離病棟へと赴い
た。この点で，被害者の自己答責性が問題になる事案であった。これに関
して，本件では隔離病棟の患者を牧師の立場でケアするために隔離病棟に
赴いたのであるから，「被害者の責任」として被告人を負責から解放して
もよいのかは問題となる。例えばルドルフィは，牧師には教会法上の奉仕
義務（kirchenrechtliche Dienstpflicht）が課されているため，牧師は刑法
規範の保護目的に含まれるとする27）。いずれにせよ，被害者の同意による
検討だけでは不十分であった。もっとも，本件は被害者の自己答責性によ
る行為者の不可罰原則が判例上確立する以前のものであった。
第⚒款 BGHSt 39, 322（弟救助事件）
事案は次のようなものである。被告人はＨの家を焼損しようと，⚒階で
火を着けた。このとき，⚒階には客人ＫとＨ夫婦の12歳の息子がいた。火
はすぐに広まり，大量の煙が上がった。12歳の息子は屋根から避難できた
が，Ｋは一酸化炭素中毒により死亡した。家主の22歳の息子Ｍは，放火の
時点では家の外にいたが，火に気づき，何らかの物あるいは弟やその他の
人物を救助するため，２階に行こうとした。Ｍは⚒階で倒れ，一酸化炭素
中毒により死亡した。なお，Ｍの血中アルコール濃度は2.17‰であった。
原審は，Ｋの死亡につきドイツ刑法307条⚑項（特に重い放火）を，Ｍの
死亡につきドイツ刑法222条（過失致死）を適用した。
この事案につき，BGH は次のように述べて，被告人にＭの死を帰属し

た28）。発生結果が，意識的自己答責的に意欲され実現された自己危殆化の
帰結であり，第三者の共働が単なる自己危殆化行為のきっかけや促進に尽
きる場合，その結果に対する原因を設定した第三者には，その結果は帰属
されえない。もっとも，この不可罰原則は，「行為者が，自身の犯罪行為
を通じて，被害者の共働や同意なく被害者または彼に近しい者の法益に対
する著しい危険を根拠づけ，危険な救助行為のもっともな動機を創出する
ことによって，意識的な自己危殆化のさし迫った可能性を惹起した場合」
に制限される。
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救助行為が成功すれば，結果の回避は行為者に有利となるため，救助行
為が失敗すれば，行為者はその責任を負う。しかし，「初めから意味がな
い救助行為，または明らかに不釣り合いな危険（Wagnis）と結びつく救
助行為」の場合は異なる。本件では，Ｍの救助目的が何であったかは些細
なことであり，家の中には家族の価値のある物の他に，就寝中のＫがいた
ことから，Ｍの救助行為は期待され，客観的に要請されていたことが決定
的である。それゆえ，救助行為は明らかに非理性的であるとはいえない。
本件は，天然痘事件と異なり，救助するかどうかをすぐに決定しなけれ
ばならない状況であった。また，本件は私人による救助行為が問題になっ
た事案である。
BGH の論拠を大きく分ければ，被害者の自己答責性による行為者不可
罰の原則を制限する論拠としては，① 被害者または彼に近しい者の法益
を危殆化し，救助を行うもっともな動機を創出することにより，自己危殆
化行為のさし迫った可能性を惹起した，② 救助行為が成功した場合には，
成功結果は行為者に有利になる，というものであり，他方で，このような
制限が妥当しない論拠としては，③ 救助行為が初めから意味がないか，
または明らかに不釣り合いな危険と結びつく，というものである。しかし，
これらの理由づけの相互関係や被害者の自己答責性による不可罰の原則と
の関係は，必ずしも明確ではない。そのため，近時の学説は本判決の理解
を中心に展開されているといえる。
第⚓款 OLG Stuttgart NJW 2008, 1971（消防士事件）
事案は次のようなものである。被告人Ａは本件木造建造物のアトリエの
賃借人である。Ａは完全に冷めたと誤信した灰をストーブから取り出し，
紙袋に入れ，その紙袋を板張りの床の上に置かれたストーブの横にある厚
紙の箱に収納した。その日の夜，床から発火し，最終的には建物全体を包
み込み，その大部分が焼失した。消防士の消火活動に際して，救助隊
（Atemschutztrupp）として動員されたＣとＤは，建物に入ったが，一酸
化炭素中毒で死亡した。なお，ＣとＤの消火作業に際しては，他の消防士
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による出動時間や現在地の把握などが行われなかった。検察官は，失火罪，
およびＣとＤの死亡に関する過失致死罪により起訴したが，LG はＡを失
火罪により処罰するという条件付きで公判開始を許可した。つまりＣとＤ
の死亡結果の帰属は，動員における注意義務が認められないとして否定し
た。これに対して，検察官が即時抗告をした。
OLG Stuttgart は，次のように述べて，ＣとＤの死は被告人に帰属され
ないとした29）。まず，弟救助事件と同様に，自己答責的な自己危殆化に関
与した者の不可罰原則は，救助者事例では制限されうるとした上で，救助
者が救助義務に従う限り，（ヘロイン事件に匹敵しうる）完全な自由意思
による行為決意はなく，行為結果の帰属は中断されないとした。
職業上の救助者といえども，天候などの偶然的な出来事の構成要素の認
識可能性が客観的に制限されることや，救助者の心理状況から，冷静なリ
スク衡量ができるのは，ごく限られた範囲である。それゆえ，義務を超え
た救助行為も刑法規範の保護範囲に含まれる。この点で，立法者は刑法35
条（免責的緊急避難）⚑項⚒文で消防士のような特別な法関係にある者に
特別な行為余地を認めた。したがって，義務を超えた救助行為も，刑法35
条⚑項の法益に役立つ限り，原則的に自由意思による自己危殆化と評価す
べきではない。
しかし，初めから意味がない，または明らかに不釣り合いな危険

（Wagnis）と結びつく救助行為の場合，帰属は限界を迎える。これは，救
助行為の実行が救助者の生命や身体に対する全く是認できないリスクに至
ることが，救助者の心理的な切迫状況を適切に考慮しても明らかな場合で
ある。このリスク衡量は，救助に関与した救助隊員らの行為全体を基準と
する。
本件救助行為は，救助隊の出動時に時計を持たなかったこと，事故に
遭った救助隊の現在地や状況の問い合わせが行われなかったこと，出動開
始時点で建物内に人がいる心配はなかったことから，明らかに非理性的で
ある。
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まず，本決定が実体判断をしたものではない点に注意を要する。本決定
は弟救助事件判決と同様に，被害者の自己答責性による行為者の不可罰原
則は制限されうるとしたが，救助者が職業上の救助者である点，被害者ま
たは彼に近しい者の法益に対する著しい危険が根拠づけられたのではない
点は異なる。また，本決定の特徴は非理性性の判断の中で，彼らを監督す
る者の過失を考慮した点にある30）。この点について，例えばプッペは，非
理性的な救助行為を行う救助者が保護されないのは，彼に法秩序の保護は
必要なく，また保護に値しないからであるとして，同僚が彼の義務を履行
しなかったために高度の危険に陥った救助者には，このような救助者保護
の制限は妥当しないと批判する31）。しかし，消防士の活動は分業的な行為
態様を前提にするから，救助行為の理性性を判断するには，救助に関与し
た者の行為全体を考慮すべきである32）。
本決定は，被害者の自己答責性による行為者の不可罰原則を制限する根
拠を，自由意思による行為決意がない点に求めた。もっとも，本件は職業
上の救助者に関する事例であるため，自由意思を根拠にした不可罰原則の
制限が，弟救助事件のように，そもそも救助義務がない場合にも妥当する
かは明らかでない。
また，本決定は救助行為の理性性を判断する際，救助者の心理的な切迫
状況を適切に考慮することが必要であるとした。本件や弟救助事件では，
法益が目の前で侵害されつつあり，救助するかどうかを直ちに決定する必
要があるため，救助者はパニックに陥りやすい。それゆえ，このような判
断方法は支持できる。
第⚔款 小 括
判例上，被害者の自己答責性による行為者の不可罰原則の制限は，私人
であろうと，職業上の救助者であろうと認められる傾向にある。そしてい
ずれも，非理性的な救助行為については不可罰原則の制限が妥当しないと
する。もっとも，理由づけについては不明確な点が残っている。弟救助事
件では様々な理由づけがなされているが，相互の関係や被害者の自己答責
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性との関係が明らかでなかった。消防士事件では救助行為の理性性の判断
基準を明確にしたものの，本決定は実体判断をしたものではない。
判例では例えば，私人が無関係な者を救助しようとした場合について，
どのように取り扱われるかは明らかでない。その意味で，これまでの判例
では救助者事例の一部が問題となったにすぎない。以下では，より広く救
助者事例を検討するためにドイツの学説を検討する。

第⚒節 学 説
学説では，弟救助事件以前から，救助者事例に関する議論がなされてい
た。まず，ルドルフィが規範の保護目的論による解決を試みたことを契機
に，救助者は刑法規範の保護目的に含まれるかという観点から議論された。
その後，弟救助事件判決が被害者の自己答責性に言及したため，弟救助事
件以降の学説では，被害者の自己答責性によって行為者が無罪とされるの
はどの範囲かという観点から議論されるようになった。実際，ロクシンも
このような判例理論の変遷にしたがって，従来は刑法規範の保護目的論の
観点から議論していたが，近年は被害者の自己答責性へと論拠を変えてい
る。
以下では，基本的に時系列順にしたがって，各学説を検討する。
第１款 規範の保護目的論による解決
ルドルフィは，法秩序が自己危殆化の危険を設定することを否認してい
るか，またどの程度否認しているかを問題にする。そして，まず救助義務
がある場合，法秩序は，救助義務を課すような危険な状況を第三者が創出
することからも，救助者を保護しなければならないため，救助者は刑法規
範の保護目的に含まれるとする。なお，ここでの義務は，強制の観点から，
国家法上の義務に限定されず，教会法上の奉仕義務も含まれるとする33）。
次に，救助義務がないことは，被救助法益の要保護性の欠如を意味する
のではない。救助義務がなくとも，救助行為が肯定的に評価されれば，救
助者が刑法規範の保護目的に含まれるとする。具体的には，危殆化の程度
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も含めて相対立する諸法益を衡量した結果，追求された救助目的が自己危
殆化よりも高く評価される場合には，救助者は刑法規範の保護目的に含ま
れるとする34）。
ルドルフィの見解では，救助義務の有無に応じて，刑法規範の保護目的
を判断する視点が異なる。すなわち，救助義務がある場合には，「強制」
の視点から論じ，義務がない場合は，「法益衡量」の視点から論じている。
刑法規範の保護目的論による解決からは，強制や法益衡量が，なぜ保護目
的を画する基準になるかが問題になるが，これについてルドルフィは説明
していない。もっとも，彼は民事判例に関するドイチュの文献35）を参照
しているため，その内容を確認する必要がある。
ドイチュは，いわゆる追跡者事例における逃走者の逃走行為と追跡者に
生じた損害との因果関係について，逃走者の形成する危険と追跡のリスク
との関係性を問う。例えば，誘拐犯（Menschenräuber）のように他人を
直接的に深刻な危険にさらす者を追跡する場合，あらゆる態様で追跡して
もよい。また，すでに損害を発生させ，身元の確認（Feststellung der
Person）から逃れる者を追跡する場合，適度に高められたリスクのみを
逃走者に負わせてもよい。しかし，交通違反者を追跡する場合，警察官の
追跡義務は過剰なリスクを要求すべきではないとする36）。
ここでも，追跡の目的とそのリスクが衡量されているが，その根拠は明
らかでない。また，ルドルフィにおいては，そもそも民法の議論を刑法に
そのまま転用できるかどうかも問題になる。損害賠償は損害補填を目的と
し，刑法は刑罰による市民社会の安定・維持を目的とする37）。この目的の
違いに鑑みれば，民法と刑法で同一の論証をする必要はない38）。また，過
失相殺の可否という点でも，両者は異なる。したがって，第一行為者への
結果帰属の基準は，刑法の目的から論証すべきである。
ルドルフィによれば，法秩序が救助行為を否定的に評価をした場合，救
助者は刑法規範の保護目的に含まれないこととなる。しかし，燃え盛る家
の中に家族が取り残された場合のように，救助者がパニックに陥り，不適

被害者の自己答責性の限界について（石野)

135



切な態様を取ることも致し方ない場合もある。このような場合は，救助者
を保護すべきように思われるから，法秩序の肯定的評価の観点だけでは不
十分である。
第⚒款 刑事政策的な理由づけにより第一行為者への結果帰属を否定す

る見解
この見解は，救助義務の有無にかかわらず，第一行為者への帰属を否定
する。まず，救助義務がある場合，法秩序が救助者に負わせたリスクを第
一行為者に押し付けることは疑わしい。また第一行為者は，救助行為を妨
げることが許されておらず，そのような救助行為の帰結を彼に負わせるべ
きでないとする39）。
次に，救助義務がない場合，救助者は，誰も要求しない勇敢な行動

（Wagemut）によって，第一行為者を処罰に陥れるかもしれないことが自
身の良心に沿うのかという逃れられない葛藤に陥るであろう。さらに，救
助義務の有無にかかわらず第一行為者への帰属を否定する根拠として，第
一行為者は，その失敗がさらなる処罰を招きうる救助を呼ぶべきかという
無用の考慮に追いやられるであろうとする40）。
この見解の代表的論者であったロクシンは，後に改説をして，旧説を次
のように批判する（改説後の見解は本節⚖款）。すなわち，立法者も，市
民生活を是認可能なリスクの枠内で保護するという，主権者から委ねられ
た義務に従って振る舞う。それゆえ，救助者の損害は国家にも帰属されず，
第一行為者にのみ帰属されるとする41）。ここでは，国家といえども義務に
従った場合は責任を負わないことを前提としている。また，具体的な生命
の危険がある場合は救助義務がないから，さらなる処罰を招きうるリスク
のために救助を呼ばなくなることもない42）。自らの生命を犠牲にしてでも
他者を救助する義務は認められないから43），この批判は正当であるように
思われる。
また，第一行為者は救助行為を妨げてはならないとする点も説得的でな
い。というのも，適法行為を利用する間接正犯のように，被利用者の行為
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を阻止できないときでも，背後者が責任を負う場合はあるため44），そのよ
うな理由だけで，第一行為者への結果帰属を常に否定することはできない
からである。
そして，逃れられない葛藤ないし無用の考慮に陥るという点にも疑問が
ある。通常，救助者は第一行為者に対して友好的な感情を抱かないであろ
う。とりわけ，近しい者を救助する場合，そのような理由づけは浮世離れ
した印象を与える45）。さらに，そもそも救助者は危険源が発生した過程を
正確に認識することは困難であろう。
第⚓款 コンフリクトの解消による解決
ヤコブスは第一行為者への帰属根拠を，第一行為者の行為が犯罪計画に
よって定義される点に求める。彼は，刑法上の帰属の目的を，コンフリク
トの原因が誰かを定義する点に求める。帰属は，違背しない態度を予期す
ることが抗事実的に安定化されるという意味で，他人の態度の安定した予
期の保障に役立つ。ここでの予期は，何人も犯罪的な経過の条件を成就さ
せないことを内容とする。これには，まず直接的に結果を惹起する態度が
含まれる（ここで彼は，回避可能に直接に侵害を行う態度を遂行する意思
を，犯罪計画と呼ぶ）。間接的に結果を惹起する態度は，それが違背の根
源としての犯罪計画から距離を置くことができない場合にのみ，予期違背
となる46）。
彼は救助義務がある場合につき，次のように述べる。正当化状況ないし
リスクのある義務の条件を完全に設定する者は，予期の保障を撤廃する条
件を設定してしまった，すなわち彼は当該予期の違背の強固さが通用しな
い世界を選択してしまった。彼の選択は正当化されないものとされ，利益
存続に対する法的根拠のない態度決定であり，規範に反する態度決定なの
である47）。ここで，救助義務が生じるかは偶然であり，ドイツ刑法34条
（正当化緊急避難）は，他者による救助義務の代行可能性を認めている。
このとき，救助行為によって相応の負担を負う第三者を負担による違背か
ら守ることは，彼らには確実でない。彼には受忍義務があり，彼の予期の
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確実性は保障されない。彼は，自身の違背においても救助者の恣意を非難
できない。救助行為は正しい態度であり，これは違背の説明根拠でないか
らである48）。
このことから，救助義務がない場合について次のように述べる。自己の
財について運命に身をゆだねることが救助者の自由ならば，救助義務者に
救助行為を放棄させることも，被救助者の自由である。しかし，救助を行
う第三者が正当に奪うことのできる財だけが見積もられている場合，自己
侵害では不法が欠如するために正当化の形式的な確認が必要なくとも，こ
の見積もりは法的に正しい。救助者が財を過大に評価していても，なお一
致した行為を行っており，彼がしようと思っていることは彼に違背しない。
しかし，救助者がより大きな違背を避けるために相応の損害を引受ける場
合，それは彼の恣意では十分に説明できない。彼は危険状況における違背
を弱めようと行為したにすぎず，損害がないという状況は，危険状況の創
出によって奪い去られている49）。
しかし，救助者によって過度の，または免責されるが少なくとも法的に
過誤のある他者損害のリスクが創出される場合，または自己の財が過度に
見積もられる場合，過度の違背はまず法的に過誤のある者に関係する。し
かし，このことは常にコンフリクトの処理を意味するわけではない。例え
ば，第一行為者が保障人である場合や，救助者が自己の恣意ないし弱さを
さらけだすことが理解しうる場合がそうである。コンフリクトの未処理部
分が残る場合，第一行為者に遡って関係づけられる50）。
この見解は，第一行為者の行為と犯罪計画との距離を問う。救助義務が
ある場合，または救助行為が正当化事由に対応する場合，犯罪計画との距
離はないとされ，これら以外の場合については救助者に結果を帰属しよう
とする。もっとも，免責状況に対応する場合などは，救助者に帰属しても
コンフリクトの全てを処理することができず，第一行為者に遡って結果を
帰属する。このような考えによれば，救助者が彼に身近ではない者を救助
する場合や救助態様が不適切であった場合についても，コンフリクトの処
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理という観点から解決することができる。
第⚔款 救助行為の社会的な期待と誘発者思考による解決
この見解に立つゾヴァダは，まず，救助行為の社会的な期待について述
べる。救助者事例では，社会的に望まれた行動をする救助者の特別な要保
護性に対して，第一行為者への帰属をもって応えるべきかが問題になる51）。
救助義務がある場合，法律は救助者への危険よりも救助行為の遂行に関
する利益を優越的に判断しているから，第一行為者への帰属を肯定する
（テーゼ①）。そして，救助義務がなくとも，社会的に期待され，それゆえ
刑法上保護に値する救助行為もあるとして，ドイツ刑法34条の衡量モデル
を参照し，被救助法益が救助行為の危険を本質的に上回る場合も，第一行
為者への帰属を肯定する（テーゼ②）。さらに，ドイツ刑法34条が保全法
益の本質的優越を要求するのは，無関係な第三者への攻撃も，緊急避難行
為による介入が許されるからである。これに対して救助者事例では，第一
行為者が，危険状況によって誘発された損害結果に対して，どこまで責任
を負うかが問題となる。この点で，人によって誘発された防御的緊急避難
（ドイツ民法228条）と類似する。ここでは，誘発者思考の下で，保全法益
の本質的優越がなくとも，第一行為者に対する防衛行為の正当性は肯定さ
れる。このような背景から，救助のチャンスとリスクが同程度の場合も，
第一行為者への帰属を肯定する（テーゼ③)52）。
次に，ゾヴァダは重点を危険源の惹起に対する責任へと移して誘発者思
考について述べる。誘発者思考からは，第一行為者は非理性的な救助行為
についても責任を負う。彼はそのような衡量の状況を免れ続けるという被
害者の請求権を侵害したからである。この点で，後続損害事例と類似する。
例えば，行為者が被害者の顔面を殴ったが，被害者の治療拒否により，彼
が失明した場合，通説は，被害者の態度が重過失であった場合のみ，失明
という結果は行為者に帰属されないとする。ここから，救助行為が重過失
に対応する責務違反とされる場合に，第一行為者への帰属は否定される
（テーゼ④）。しかし，救助者事例には，第一行為との時間的近接性，それ
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による決定の圧力の増加という特徴がある。そのため，救助行為が救助者
の人格に関する弱い状況に対する納得しうる反応を表すがゆえに特別な理
解に値する場合は，第一行為者に帰属される53）。
ゾヴァダの見解は，救助行為の社会的な期待は救助者側からの視点であ
り，誘発者思考は第一行為者側からの視点であるといえる。しかし，まず
社会的な期待の視点について，なぜ社会的な期待が法的な保護を根拠づけ
るのかが説明されていない54）。もっとも，テーゼ①は法的な義務に従った
行為，テーゼ②は正当化緊急避難に当たる行為，テーゼ③は防御的緊急避
難の類推に当たる行為とされ，いずれも，救助行為は法的に正当と評価し
うる行為であるから，彼のいう社会的な期待は，法的な正当性であるとい
えよう。そうであれば，テーゼ①ないし③のいずれかに該当する場合には，
すでに救助行為は重過失に対応する責務違反ではない行為といえ，テーゼ
①ないし③は誘発者思考の下でも解決できるように思われる。実際，ゾ
ヴァダはテーゼ③を説明する際，誘発者思考に言及している。それゆえ，
救助者側の視点と第一行為者側の視点とを区別する必要はなかったと思わ
れる。
第⚕款 被害者の保護請求権による解決
シュトラッサーは第一行為者への帰属根拠を，第一行為者の注意義務違
反と救助者の保護請求権の不尊重との規範的な一致に求める。救助者が法
的な行為要請に対応して，またはその枠内で行動する場合，救助者には，
救助義務を課すような状況に陥れられないという保護請求権が認められる。
というのも，刑法規範の射程を判断するには，被害者が被害者学的見地か
ら，何を有意義な形で信頼してよいかという視点をも必要とするからであ
る。発生結果は，当該状況によれば被害者に保護請求権が認められる危機
的状態から生じたために，不法に属する。したがって，負責根拠は，他人
の組織化領域への介入にあるだけではなく，組織化領域の，信頼を根拠づ
ける結びつきによって要求される態度予期に反する点にもある。つまり不
法内容は，双方の役割の期待（注意義務と保護請求権）に反することであ
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る55）。
被害者の保護請求権はいかなる場合に認められるのか。シュトラッサー
によれば，不法は規範の関連を示す必要があり，規範の関連づけは，客観
的社会的状態に向けられた評価規範によって行われる。この意味での法に
反することは，法的に許されない状態を惹起することである。それゆえ不
法は，行為者によって妨げられた，刑法システム上，もはや許容できない
状態である。その結果，救助者の保護請求権は，法

・

的
・

な
・

，つまり規範に関
連づけられた予期に応えること（Erwartungshaltung）に基づく。なお，
ここでの予期は，個別の救助態様をも含む。例えば，救助義務者が，火が
燃え広がるのを防ごうと，枯葉を火の方へ集めた際に火傷した場合，不適
切な救助行為のために，保護請求権は認められない56）。
もっとも，自己の法益を救助する義務はないことから，救助者が自己の
法益を救助する場合の取り扱いが問題となる。シュトラッサーは，救助者
の財を他人の財と仮定し，この仮定の下で救助が法律上の救助要請に含ま
れるのかを問う。それゆえ，救助すべき財の価値は客観的な見地から決定
される。法秩序が財のために救助を要求する場合，このような理解だけが
暗黙的にドイツ刑法34条に依拠した財衡量を基礎としうる57）。
他方で，シュトラッサーは，救助行為がドイツ刑法35条に対応する場合
は，第一行為者への結果帰属を否定する。客観的に考察すれば，救助者が
はじめて危険源に赴いたため，自己保存に適った（selbsterhaltensa-
däquat）成り行きは形成されえない。たとえ，他人の脅かされた法益を
救助者の拡張された完全性（Integrität）に分類しようとも，このような
自己保存の内部で救助者の完全性が脅かされた法益の価値に対置されなけ
ればならない58）。
シュトラッサーは，「法的予期＝法的義務」とするが，法的予期は法的
義務に限られないであろう。ドイツ刑法34条に対応する救助行為は予期違
背の根拠ではなく，義務の代行という観点からも，義務を履行する者と義
務を代行する者とを別異に取り扱うべきではないからである59）。
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またシュトラッサーは，救助行為がドイツ刑法35条に対応する場合も，
第一行為者への結果帰属を否定する。救助者事例では救助者が危険源へと
赴くことが前提であり，第一行為者の行為時点では救助者の生命・身体・
自由は危殆化されていないことが多い。その意味では，ドイツ刑法35条に
いう自己保存本能は妥当しないといえる。しかし，救助者に近しい者を救
助しようとする場合にも事情が変わらないとする点は疑問である。ドイツ
刑法35条の法思想は，法は救助者に近しい者に対する危険な状況に際して，
救助者が何もせずに眺めることはできないことに理解を示している60）。そ
のため，救助者に近しい者を救助する場合はドイツ刑法35条の法思想に含
まれており，救助者に自らの行為に対する責任を問うことはできないとい
うべきである。
第⚖款 被害者の自己答責性による解決
本節第⚒款で述べたように，ロクシンは現在，救助者事例を被害者の自
己答責性によって解決する。すなわち，刑法の任務に，自らの法益を自律
的に扱う法益主体を侵害することは含まれないため，被害者の自己答責的
な自己危殆化が媒介した損害に対して責任を負うことはない。救助者事例
について見ると，救助義務がある場合，被害者の自己答責性は否定される。
救助者は義務に反する／従う自由という意味では自由に振る舞っているが，
法律上の要請を満たす中で振る舞っており，自らの責任で振る舞っている
のではないからである。他方で，救助義務がない場合，救助者は非理性的
に振る舞っており，彼は自己答責的であるとして，第一行為者への結果帰
属を否定する61）。
もっとも，救助義務がなくとも，完全酩酊状態やドイツ刑法35条に当た
る場合のように救助者が自らの行為に対して責任を負うことのできない場
合には，第一行為者に結果が帰属される。つまり，救助者の答責性が否定
される場合は，救助者の自己答責的な自己危殆化が欠如する62）。
このような考えの背景には，救助者が過失行為者の被害者としてのみ見
られるならば，自らの責任に基づく決意が軽んじられてしまうということ
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がある63）。たしかに，救助者に結果を帰属すべきである場合，彼は単なる
被害者ではないであろう。しかし，問題はどのようにして「自らの責任」
を判断するかにある。これについてロクシンは，救助義務や免責状況の存
否によって判断する。しかし，例えば正当化緊急避難に対応する場合，救
助者は正しい態度を取っているのであり，この場合にも被害者の責任とす
ることには疑問がある。
ベッケンパーもロクシンと同様に，義務の有無によって被害者の自己答
責性を判断するが，彼女はこれを任意性概念に引きつける。彼女は，中止
犯に関するロクシンの任意性概念を手がかりに，任意性は具体的な規範に
依存する中で解釈すべきであるとする。その上で，被害者の自己答責性に
おける任意性について，次のように述べる。すなわち，法学上の人間像は，
自らの態度を合理的に計算しコストと利益を最大化する者（Kosten-
Nutzen-Maximierer）以上の内容を持つ。また法学は，法は人の態度を
制御することを出発点とする。すなわち，法は制御機能を有し，そのルー
ルに従うことは合理的，つまり理性的である。したがって，救助義務があ
る場合，救助者の理性的な決定は任意ではない。他方で，救助義務がない
場合，救助者は規範に従う／従わないの理性的な決定ができない。しかし
それゆえ，任意ではない態度も考えられず，救助行為は常に任意である64）。
ベッケンパーも，被害者の自己答責性を救助義務の有無で判断する点で，
ロクシン説に対する批判が妥当する。また，彼女は理性性の判断における
「規範」を救助義務としてのみ理解するが，ここには法益主体の責務も含
まれうると思われる。例えばルシュカは，拘束性という点では義務も責務
も同じとする65）。それゆえ，自己保護責務66）を規範に含めることも可能
であろう。そうであれば，理性性の判断では，責務の尊重と侵害との間の
決定が問題になり，常に任意であるとはいえないことになる。
ロクシンやベッケンパーのように，救助義務の有無を基準に第一行為者
への結果帰属を判断する見解には，救助義務がなくとも社会的に期待され
た（刑法上保護に値する）救助行為はありうるという批判がある67）。この

被害者の自己答責性の限界について（石野)

143



観点からザツガーは，救助義務がない場合にも第一行為者への結果帰属を
認めようとする。すなわち，救助者は第一行為者と被救助者との関係では
第三者であるから，救助者事例は第三者の介入事例ともいえる68）。第三者
の介入事例では，第一行為者は，第三者の行為が典型的に，予見可能な形
で第一行為の中に根拠づけられた場合，または第一行為者が第三者の侵害
行為から保護することに資する規範に違反した場合に責任を負う69）。救助
者事例についてみると，救助義務がない場合，通常，救助行為は典型的に，
予見可能な形で第一の中に根拠づけられたが，救助行為が明らかに非理性
的または意味のないときは，そうではないとする70）。
ザツガーの「典型的に，予見可能な形で第一の中に根拠づけられた」と
いう基準の根底には，相当因果関係説の考えがある。というのも，第三者
の介入事例でザツガーは，ＮがＶの犬に毒を盛ったところ，犬が息苦しそ
うに痙攣していたため，第三者Ｘがさらなる苦痛から解放しようと犬を射
殺した事案を例に，Ｘが慈悲の発砲（Gnadenschuss）へと誘引されうる
ことは予見可能であるがゆえに，犬の死亡をＮにも帰属するからである71）。
しかしこの考えでは，上述の名古屋地裁判決の事案でも，結果は第一行為
者に帰属されることになるであろう。
第⚗款 小 括
各学説における第一行為者への帰属範囲をまとめると，次のようになる。
規範の保護目的論では，救助者に救助義務がある場合または救助目的が自
己危殆化よりも高く評価される場合である（第⚑款）。刑事政策説では，
常に第一行為者に結果は帰属されない（第⚒款）。コンフリクトの処理と
いう観点からは，救助義務がある場合，救助行為が正当化事由に対応する
場合，または救助者に帰属してもコンフリクトが残る場合となる（第⚓
款）。社会的期待の観点からは，救助義務がある場合，正当化緊急避難に
対応する場合，救助のリスクとチャンスが同程度の場合，誘発者思考の観
点からは，救助者の重過失行為が理解可能な場合である（第⚔款）。被害
者の保護請求権の観点からは，救助行為が法的義務に基づき，かつ救助態

立命館法政論集 第14号（2016年)

144



様が適切な場合である（第⚕款）。被害者の自己答責性論では，基本的に
は救助義務がある場合であるが，論者によって若干差異がある。すなわち，
ロクシンは，救助義務がある場合だけでなく，免責状況に対応する場合も
含み，ベッケンパーは，救助義務がある場合のみとする。ザツガーは，救
助義務がある場合だけでなく，救助行為が典型的に，予見可能な形で第一
行為の中に根拠づけられた場合とする（第⚖款）。
救助義務がある場合に第一行為者への結果帰属を認める点では，概ね学
説は一致する。その理論構成は様々であるが，基本的には救助義務に基づ
く行為は自由になされたかどうかという問いが出発点となる。この点につ
いて，行為者が義務に反した場合，その行為を自由と評価するならば，義
務に従った場合も同様に，その行為を自由と評価すべきであろうから72），
このような事実的な意味での自由とは異なった観点から解決する必要があ
る。もっとも，ここでは救助者が法的に保護されるかが問題となるため，
社会的期待という観点に依拠することは適切ではない。
また，多くの見解は救助義務がなくとも一定の場合に第一行為者への結
果帰属を肯定する。その範囲は正当化緊急避難や免責状況が基準とされて
いる。すなわち，前者について，ルドルフィの法益衡量の考えは，正当化
緊急避難の要求する被救助法益の本質的な優越に類似しているともいえる。
ヤコブスは正当化緊急避難に対応する場合に第一行為者に結果を帰属する
旨述べる。ゾヴァダもテーゼ②において，正当化緊急避難の衡量モデルを
参照している。救助行為が正当化緊急避難に対応する場合，救助行為は法
的に正しいといえ，このような正しい行為を行う者に結果を帰属すべきで
ないように思われる。それゆえ，多くの見解が支持するように，この場合
は第一行為者に結果を帰属すべきである。
後者についても，ヤコブスやロクシンは免責状況に対応する場合は第一
行為者に結果が帰属される旨述べる。ゾヴァダも，救助者に対する心理的
圧迫を重視する。救助行為が免責状況に対応することは，救助者は自らの
行為に対して責任を負うことができないことを意味する。それゆえ，この
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場合にも救助者に結果を帰属すべきでない。この点，救助者事例では，ド
イツ刑法35条の法思想は妥当しないとする批判もあるが，ドイツ刑法35条
の法思想は，法は近しい者に対する危険な状況に際して，救助者が何もせ
ずに眺めることができないことに理解を示している73）。そのため，ドイツ
刑法35条の法思想は救助者事例にも妥当するといえよう。

第⚔章 考 察

以上の検討を踏まえて被害者の自己答責性について考察する。救助者事
例も被害者の自己危殆化への関与の一類型であるから，まず被害者の自己
危殆化への関与に関する一般論を考察した後（第⚑節），救助者事例にお
ける被害者の自己答責性について考察する（第⚒節）。最後に，本稿で検
討した諸判例に対する私見を述べる（第⚓節）。

第⚑節 被害者の自己危殆化への関与の一般論について
被害者の自己答責性が肯定されれば，行為者への結果帰属は否定される
ため，被害者の責任は行為者を結果帰属から解放しうるものでなければな
らず，結果帰属の目的から論証すべきである。犯罪としての結果帰属の目
的は予期違背，すなわちコンフリクトの原因が誰にあるかを特定する点に
ある。他人の態度について予期しうるのは，何人も犯罪的な経過の条件を
成就させないことだけである。直接的に結果を惹起する態度が，まずこれ
に当たる。これに対して，間接的に結果を惹起する態度がこれに当たるか
が問題となる。自らの行為の作用が他人の犯罪に利用されることは十分に
ありうる。しかし，このことを根拠に，間接惹起を予期違背に含めるなら
ば，ほぼ全ての行為が予期違背とされることになる。それゆえ，間接惹起
は原則として予期違背に含まれない。これは，換言すれば，発生結果は直
接行為者にのみ関係する事柄であり，間接行為者には無関係であることを
意味する。もっとも，間接惹起が直接惹起と無関係ではない，その意味で
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不可分の関係にある場合，間接惹起も予期に違背したといいうる。このと
き発生結果は間接惹起者にも関係する事柄となる。例えば，自動車製造者
は，運転手が事故を起こしたとき，事故は製造者に無関係であるから，そ
の責任を負わない。逆に，製造段階でブレーキの不具合が判明している場
合は，すでに事故と無関係ではなく，責任を負う。
そして，このことは，直接行為者が被害者のときも同じである。という
のも，被害者にも自らの法益を守ることが要請される以上，人は被害者が
自らを侵害・危殆化しないと予期するからである。そのため，被害者が自
らを侵害・危殆化したとき，被害者が予期違背の原因とされ，結果は彼に
帰属される。つまり，結果は被害者にのみ関係する事柄であり，第一行為
者には無関係な事柄である。それゆえ，上述のように，第一行為者の行為
と被害者の行為が不可分である場合，発生結果は第一行為者にも関係する
事柄であるから，彼は予期に違背したことになり，結果が帰属される。こ
のような考え方からすれば，被害者の自己答責性とは，発生結果はもっぱ
ら被害者に関係するために，換言すれば第一行為者は発生結果とは無関係
であるために，第一行為者に結果を帰属することはできないという考え方
を意味する。それゆえ，第一行為者が発生結果と無関係でない，その意味
で不可分である場合に，被害者の自己答責性は限界をむかえる。

第⚒節 救助者事例における被害者の自己答責性
以上のことを救助者事例について見れば，第一行為者による危険源創出
と救助行為との関係性が問われることになる。ドイツでは，① 救助義務
がある場合，② 救助行為が正当化緊急避難に対応する場合，③ 救助行為
が免責状況に対応する場合に分けて議論されていた。本稿もこれに依拠し，
さらに ④ いずれにも該当しない場合も検討する。
①救助義務がある場合について検討する。この場合，救助者には「救助
を開始せよ」という命令が課せられている。そのため，第一行為者が危険
源を創出すれば，その後の救助行為は予定されているといえる。その意味
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で救助行為は第一行為者の創出した状況の中に，いわばプログラム化74）

されている。もっとも，「いかなる場合であっても救助せよ」という義務
や，「救助の際にいかなる手段を用いてでも救助せよ」という義務は認め
られない。そうでなければ，自らの法益を犠牲にしてでも他の法益を救助
しなければならず，または救助に際していかなる手段であっても用いなけ
ればならないからである。それゆえ，プログラム化の判断に際しては，具
体的な救助態様をも考慮する必要がある。救助行為がプログラム化されて
いる場合，救助行為は第一行為者の創出した危険源に含まれるから，両者
は不可分の関係にある。つまり，発生結果は第一行為者にも関係する事柄
であり，彼は予期に違背したといえる。したがって，第一行為者に結果は
帰属される。なお，ここでは法的な結果帰属が問われるから，「救助義務」
は法的義務に限定すべきである。
②正当化緊急避難に対応する場合について検討する。ここで「対応す
る」というのは，救助者事例では救助者（緊急避難行為者）に結果が生じ
たが，仮に第三者に結果が生じていれば，正当化緊急避難に該当したとい
う意味である。通常，正当化緊急避難が成立する場合，危難を転嫁される
第三者には受忍義務がある。この第三者は彼に生じた違背という点で，そ
れを緊急避難行為者の判断に帰責することはできない。したがって，第三
者に生じた結果は緊急避難状況を作出した者に遡って帰責される。すなわ
ち，緊急避難状況を作出した者は，緊急避難行為を介して発生結果と結び
つく。この意味で，第三者に生じた結果は緊急避難行為者にのみ関係する
事柄ではなく，緊急避難状況を作出した者にも関係する事柄となる。この
ことを救助者事例に置き換えれば，救助者は自らに生じた結果に対して，
それを自らの判断に帰責することはできない。そのため，発生結果は第一
行為者による危険源の創出に遡って帰責される。つまり，救助者に生じた
結果は第一行為者にも関係する事柄であるから，第一行為者による危険源
の創出と救助行為とが不可分の関係にある。したがって，第一行為者に結
果は帰属される。なお，ドイツでは，救助義務がないところでは理性的な
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救助行為は存在しないという批判がある。しかし，私見では救助義務がな
くとも正当化緊急避難に対応する場合には，第一行為者に結果を帰属する。
すなわち，被害者の自己答責性の範囲という観点からは，その範囲を救助
義務ないし理性性に限定していないから，この批判は本質的ではないと考
える。
③救助行為が免責状況に対応する場合について検討する。これはすなわ
ち，救助行為を開始したこと，または救助態様が不適切であったが，当該
状況に鑑みてその不適切さを理解しうる場合であり，そもそも救助行為を
しないこと，あるいは適切な救助態様をとることを期待できないために免
責されうる場合である。例えばドイツ刑法35条に対応する場合などがこれ
に当たる。この場合，救助義務がないことから，救助行為は第一行為者に
よって創出された状況の中にプログラム化されているとはいえず，かつ正
当化緊急避難にも対応していないことから，発生結果を救助者の判断に帰
責することができないともいえない。そのため，予期違背の原因は被害者
にあるといえる。しかし，救助行為は免責状況において行われており，救
助者は自らの行為に対して責任を負うことはできない。つまり，救助者の
負担でコンフリクトを解消しようにも，それができないのである。それゆ
え，発生結果は第一行為者に遡って関係づけられる。その意味で，発生結
果は第一行為者にも関係する事柄といえ，第一行為者による危険源の創出
と救助行為とが不可分の関係にある。したがって，第一行為者に結果は帰
属される。なお，これは救助者が（積極的）錯誤に陥っている場合も同様
である。このような錯誤に陥ることが避けがたい場合も（ドイツ刑法35条
⚒項⚑文），救助者に対する心理的圧迫は，現実に免責状況に対応する場
合と同程度であるから，救助者の負担でコンフリクトを解消することがで
きないからである75）。ここでは，あくまでもそもそも救助をしない，また
は適切な救助態様をとることの期待可能性が重要なのである。
④上のいずれにも該当しない場合は，発生結果は第一行為者に帰属され
ない。この場合，救助義務がなく，正当化緊急避難にも対応していないた
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め，被害者が予期違背の原因となる。そして，そもそも救助しないこと，
または適切な救助態様をとることが期待可能であるから，救助者の負担で
コンフリクトの全てを解消することができる。すなわち，発生結果は救助
者にのみ関係する事柄であって，第一行為者には無関係な事柄であり，第
一行為者による危険源の創出と救助行為とが不可分の関係にあるとはいえ
ない。したがって，第一行為者に結果は帰属されない。

第⚓節 事例への当てはめ
ここでは，本稿で検討した諸判例に対する私見による解決を述べる。
①前掲・名古屋地裁昭和56年⚖月30日判決の事案について検討する。本
件では，救助者Ｖは警察官であり，職業上の救助義務がある。この限りで
は，Ｖの救助行為は被告人のガス漏出行為の中にプログラム化されていた。
しかし，Ｖは救助に際して「静かにやれ」「電気つけたら危ないで」など
の注意喚起がされており，火花を生じさせないよう注意すべきであった。
それゆえ，ガスが充満する部屋で蛍光灯のひもを引っ張る行為までプログ
ラム化されているとはいえない。次に，Ｖの行為が正当化緊急避難に対応
するかが問われるが，本件では対応しないと思われる。というのも，本件
では，蛍光灯のひもを引っ張らなくとも被告人の救助は可能であり，換言
すれば，より危険の小さな態様をとりえたからである。そして，被告人と
Ｖとの間に人的関係はなく，免責状況に対応するともいえない。そのため，
Ｖの負傷はＶにのみ関係する事柄であり，被告人の行為とＶの救助行為は
不可分の関係ではない。したがって，結果は被告人に帰属されない。
②天然痘事件について検討する。本件での救助者は病院の牧師であった。
彼は，宗教上の義務から患者の精神的ケアを行わざるをえない立場ではあ
るが，法的義務があるわけではないから，被告人が患者に天然痘を罹患さ
せる行為の中に，牧師が隔離病棟に赴くことはプログラム化されていると
はいえない。そのため，牧師の感染は彼にのみ関係する事柄であり，隔離
病棟の患者に天然痘を罹患させる行為と牧師が隔離病棟に赴いたことは不
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可分の関係にあるといえない。したがって，被告人に結果は帰属されない。
③弟救助事件について検討する。まず，救助義務の有無が問題になるが，
本件では救助義務はなかったと思われる。というのも，燃え盛り，煙に満
ちた家に立ち入ることには生命に対する高度の危険性が伴うからである。
自らの生命を犠牲にしてでも他の法益を救助することは要求できないであ
ろう。次に，救助行為が正当化緊急避難に対応するかが問題となる。この
点，本判決はＭの救助目的を「何らかの物あるいは弟やその他の人物」の
いずれかにあるとして，これを特定しなかった。
仮に本件において，Ｍが弟を救助する目的であったとすると，Ｍの救助
行為と弟の避難との前後関係が問題になる。というのも，救助を開始する
時点で弟が逃げていたならば，弟に対する現在の危難はなく，正当化緊急
避難にも免責的緊急避難にも対応しないからである。もっとも，この場合，
Ｍは弟が家の中にいると誤信していた。家が燃えている場合，法益は目の
前で侵害されつつあるから，救助するかどうかをすぐに決定しなければな
らず，このような状況下では，錯誤は避けられないであろう。それゆえ，
そもそも救助をしないことが期待可能であるとはいえないため，Ｍの負担
でコンフリクトを解消することはできない。すなわち，結果は被告人にも
関係する事柄であり，被告人の放火行為とＭの救助行為は不可分の関係に
ある。したがって，結果は被告人に帰属される。これに対して，救助行為
の時点で弟が家の中にいた場合，正当化緊急避難には対応しないが，免責
的緊急避難には対応するといえる。というのも，被救助法益（生命）は侵
害された法益（生命）に本質的に優越しているわけではないが，救助者に
近しい者の生命を救助しようとしたからである。それゆえ，結果は被告人
にも関係する事柄であり，被告人の放火行為とＭの救助行為は不可分の関
係にある。したがって，結果は被告人に帰属される。
これに対して，Ｍの救助目的が「何らかの物」や弟以外のその他の人物

（例えば就寝中のＫ）であった場合，被救助法益（財産または生命）は侵
害された法益（生命）に本質的に優越しているとはいえず，Ｍの救助行為
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は正当化緊急避難に対応しない。また，Ｍと「その他の人物」は近しい関
係にはなく，また財物には免責的緊急避難は認められないため，Ｍの救助
行為は免責的緊急避難にも対応しない。それゆえ，結果はＭにのみ関係す
る事柄であり，被告人の放火行為とＭの救助行為は不可分の関係ではない。
したがって，結果は被告人に帰属されない。
④消防士事件について検討する。まず，消防士による消防活動は分業を
前提とするため，本件消防活動の評価に際して，消防活動の関与者全体の
行為を考慮すべきである。この観点からは，本件では，出動時点で建物内
に人がいる心配はなかったことや，出動時に監督者が時計を携帯していな
かったという不注意もある状況では，消防士が我が国の刑法37条⚒項の
「業務上特別の義務がある者」に当たることを考慮しても，そもそも建物
内に立ち入る必要はなく，つまり被害に遭った消防士らが建物内に立ち入
る義務はなかったといえる。また，建物内に人がいる心配はなかったこと
から，本件の行動は，正当化緊急避難にも免責的緊急避難にも対応しない
であろう。それゆえ，発生結果は監督者を含む被害者側にのみ関係する事
柄であり，被告人に関係する事柄ではない。したがって，結果は被告人に
帰属されない。

お わ り に

本稿では，被害者の自己答責性の限界に関する問題として救助者事例を
検討した。私見をまとめれば次の通りである。結果帰属の目的を，何人も
犯罪的な経過の条件を成就させないという予期に違背したのは誰かを特定
する点に求める立場からは，行為者の行為と被害者の行為の関係性が問題
となる。通常，直接的に結果を惹起する態度のみが，このような予期に違
背する。間接的に結果を惹起する態度は，直接惹起と不可分の関係にある
場合にのみ，予期に違背する。救助者事例について見ると，まず救助者に
法的な救助義務が課されている場合，彼は救助せざるをえないという意味

立命館法政論集 第14号（2016年)

152



で救助行為は第一行為者による危険源創出の中に，いわばプログラム化さ
れていたから，第一行為者の行為と救助者の救助行為は不可分の関係にあ
る。したがって，結果は第一行為者に帰属すべきである。次に，正当化緊
急避難に対応する場合，つまり，結果が第三者に生じていれば正当化緊急
避難が成立していた場合，結果は救助者に帰属できず，第一行為者にまで
遡らなければならない。第一行為者は救助行為を介して結果と結びつくた
め，第一行為者の行為と救助者の救助行為は不可分の関係にある。した
がって，結果は第一行為者に帰属すべきである。また，免責状況に対応す
る場合にも，発生結果は第一行為者に帰属すべきである。救助者は自らの
行為に対して責任を負うことができず，救助者に結果を帰属することがで
きないからである。結果は第一行為者に遡らなければならず，第一行為者
の行為と被害者の救助行為は不可分の関係にある。したがって，結果は第
一行為者に帰属すべきである。
もっとも，被害者の自己答責性に関しては，本稿では扱うことのできな
かった問題もある。例えば，答責能力をどのように理解するかが問題とな
る。すなわち，結果発生の危険を認識する能力に尽きるのか，認識に従っ
て自己を制御する能力も含むのかが問題となる76）。この点について，ドイ
ツでは被害者の同意のルールや責任能力のルールの観点から議論されてお
り77），我が国とドイツの議論の関係性も整理する必要がある。また，そも
そも危険の認識は必要かどうか，必要であるとしてどの程度の認識かとい
うことも問題となる78）。これらについては，今後の検討課題である。
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